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船舶事故調査報告書 

 

                               令和５年３月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員行方不明 

発生日時 不明（令和３年１２月１０日 ０５時ごろ～１２時５３分ごろの間） 

発生場所 不明（島根県海士
あ ま

町知々井
ち ち い

港～海士町二股
ふたまた

島東方沖の間） 

事故の概要 漁船第５天神
てんじん

丸は、無人の状態で旋回しているところを発見され、

船長が行方不明となった。 

事故調査の経過 令和３年１２月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で行方不明となってい

るため、行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第５天神丸、４.９７トン 

ＳＮ３－１３４７６（漁船登録番号）、個人所有 

１１.２０ｍ（Lr）×２.４８ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４４.１kＷ、昭和５４年９月２５日 

第２７２－０７９３０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ７３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日  昭和５２年１１月２５日 

免許証交付日 平成２９年７月２０日 

         （令和５年３月２４日まで有効） 

 死傷者等 行方不明 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 フェリー乗組員による観測 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約３m/s 

海象：波高 約０.５ｍ 

 

本船が発見された場所の南南西方約６km に位置する海士地域気象観

測所の観測値は、次のとおりであった。 

時刻 

(時:分) 

風速及び風向 

降水量 

（mm） 

平均 最大瞬間 

風向 
風速 

(m/s) 
風向 

風速 

(m/s) 
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05:00 静穏 0.1 南東 0.4 0.0 

07:00 東北東 0.5 北東 0.7 0.0 

09:00 静穏 0.0 南 0.0 0.0 

11:00 南南西 1.4 南西 3.0 0.0 

13:00 東北東 1.0 東 2.2 0.5 

本船が発見された場所の西南西方約１８km に位置する三度
み た べ

埼灯台の

風向風速観測値は、次のとおりであった。 

時:分 風向 風速(m/s) 

04:55 東南東 3 

06:55 東 2 

08:55 南 5 

10:55 南東 6 

12:55 西南西 8 

天気予報 

松江地方気象台が、１２月９日１７時及び１０日５時に発表した島

根県隠岐地方の天気予報は、下記のとおりであった。 

９日１７時 

明日 南の風 後 西の風 くもり 昼前から時々 晴れ 

   波 １ｍ 

１０日５時 

今日 南の風 後 西の風 くもり 所により 昼前から昼過ぎ 

   雨 

   波 １ｍ 

気象注意報等の発表状況 

海士町に、気象注意報等は発表されていなかった。 

山陰沖東部及び若狭湾付近に、海上警報は発表されていなかった。 

 

気象庁沿岸波浪図による波浪等の状況 島根半島沖 

１２月１０日０９時 波向 北東、波高 ０.７ｍ、周期 ７秒、 

風向 南、風速 約１０ノット 

 

気象庁の日別海面水温による解析値によると、隠岐諸島付近の海面

水温は約１７℃であった。 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、よこわ（まぐろの幼魚）の引き縄

漁の目的で、令和３年１２月１０日０５時ごろ自宅を出発し、海士町

知々井
ち ち い

港を出航した。 

 二股島南東方沖を航行中のフェリー乗組員は、１２時５３分ごろ、

二股島東方沖において、無人で後進しながら右旋回している本船を発

見し、携帯電話で１１８番通報した。 

本船は、来援した僚船にえい
．．

航され、海士町菱
ひし

浦
うら

漁港に帰港した。 
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船長は、僚船、海上保安庁所属の巡視船及び航空機等による捜索が

続けられたが、発見されなかった。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 本船は、僚船に発見された際、甲板上に置かれた引き縄のほかに、

途中で切れた引き縄が船外に出ており、いけすには漁獲物があった。 

船長の家族は、本船が発見された場所付近は、ふだん船長がよこわ
．．．

漁を操業する場所と異なるので、本事故時、船長は、操業を終え、以

前無くした引き縄を回収しようとしていたのではないかと漁業協同組

合組合員から聞いた。 

本船は、縄ばしごは設置されておらず、衝突痕などの損傷はなかっ

た。 

船長は、ふだん本船に乗り組む際には、シャツ、ズボン、ジャン 

パーにカッパを着用し、長靴を履いていた。 

本事故後、本船から予備の救命胴衣が発見されたが、ふだん船長が

着用している救命胴衣は発見されなかった。 

船長は、ふだん０５時ごろ自宅を出発し、１５時３０分ごろ帰宅し

ていた。 

船長は、スマートフォンを所有していたが、本事故後、自宅等から

も発見されなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

不明 

不明 

不明 

 船長は、行方不明となった。 

 船長は、０５時ごろ自宅を出発し、本船は、１２時５３分ごろ、二

股島東方沖において無人の状態で旋回しているところを発見されたこ

とから、この間において落水して行方不明となったものと考えられ

る。 

 本船は、船長が、ふだんよこわ
．．．

漁を操業する場所と異なる場所で発

見され、また、途中で切れた引き縄が船外に出ていたことから、以前

無くした引き縄を回収しようとして落水した可能性があると考えられ

るが、目撃者がおらず、その状況を明らかにすることはできなかっ

た。 

原因  本事故は、本船が操業の目的で出航後、船長が落水したことにより

発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・小型の漁船に１人で乗り組む船長は、甲板上では救命胴衣を着用

するとともに、防水パックに入れるなどの防水処置を施した携帯

電話を常に携行し、緊急時の連絡手段を確保すること。 
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・小型の漁船に１人で乗り組む船長は、甲板上で作業を行う際、落

水する場合があるので、事前に縄ばしご等を装備し、安全を確保

した上で作業を行うことが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船が発見された場所 

（令和３年１２月１０日 

１２時５３分ごろ発見） 

島根県 
鳥取県 

隠岐諸島 

海士町 

西ノ島町 
小森島灯台 

知々井港 

大森島 

菱浦漁港 

二股島 

島後 

隠岐の島町 

三度埼灯台 

島根半島 


